
関税暫定措置法施行令 

（昭和三十五年三月三十一日政令第六十九号） 

最終改正：平成二五年三月三〇日政令第一一七号 

 
 

（軽減税率等の適用についての手続等）  

第三十三条    

５  法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第一号に掲げる物品の

輸入者その他の配分を行う者（以下この項及び次項において「配分機関」という。）及

び当該物品の給食を実施する法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)の（１）に

規定する学校、幼稚園又は児童福祉施設（以下この項及び次項において「学校等」と

いう。）並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製

造する者は、当該物品及びこれを使用して製造した給食用の加工食品（以下この項

において「給食用加工食品」という。）に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を

記載しなければならない。ただし、給食を実施する学校等にあつては、配分先の記載

は、することを要しない。  

一  受け入れた当該物品又は給食用加工食品の受入年月日及び受入先（当該物品

の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号）、種類、数量、価格

並びに蔵置場  

二  当該配分機関及び学校等にあつては、配分した当該物品又は給食用加工食品の

種類、数量、価格、配分年月日、配分先及び蔵置されていた場所  

三  給食用加工食品を製造する者にあつては、使用した当該物品の種類、数量及び

価格並びにこれを使用して製造した給食用加工食品及び納入した当該給食用加工

食品の品名、数量及びその年月日  



関税暫定措置法 

（昭和三十五年三月三十一日法律第三十六号） 

最終改正：平成二五年三月三〇日法律第六号 

（軽減税率等の適用手続）  

第九条  別表第一に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものである

ことを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低

い税率（以下「軽減税率」という。）が定められているもので政令で定めるものについ

て、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならな

い。  

２  経済連携協定において関税の譲許が特定の用途に供するものであることを要件と

している物品で政令で定めるものについて、その譲許の便益の適用を受けようとする 

 

 


